鳥取駅前地下道広告掲出取扱要領

（趣旨）
第１条　この要領は、鳥取市広告掲載要綱に基づき、鳥取市が管理する鳥取駅前地下道広告枡（以下「広告枡」という。）への広告掲載について、その規格及び募集方法等を定めるものとする。
（広告の規格等）
第２条　広告枡の規格、掲出する位置及び枠数は、別図のとおりとする。
（広告主の募集等）
第３条　広告主の募集及び選定は、市と契約した広告代理店（以下「広告取扱業者」という。）を通して行うものとする。
（広告物の作成等）
第４条　広告取扱業者は、事前に掲出する広告原案を市長に提出し承認を受けなければならない。
２　広告取扱業者は、自己の責任により広告物を作成し搬入するものとし広告枡への広告物の掲出にあたっては、市職員の指示に従うものとする。
３　広告取扱業者は、広告枡に新たな設備等を設置してはならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
（内容等の変更）
第５条　広告取扱業者は、広告枡の利用期間中に掲出内容を変更しようとするときは、当該変更を行おうとする日の３日前までに変更後の広告原案を市長に提出し、承認を受けなければならない。
（掲出料の納付）
第６条　広告取扱業者は、市長が指定する期日までに、納入通知書により広告掲出料を納付しなければならない。
（利用の制限）
第７条　市長は、工事その他の市の都合により広告枡の利用が不能となるときは、広告取扱業者に対し広告物の掲出を中止させることができる。この場合において、市長は、あらかじめ期間を示して広告取扱業者に通知するものとする。
（広告掲出の取り消し等）
第８条　市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、広告の掲出を取り消し、又は掲出しないことができる。
（１）指定する期日までに広告掲出料の納付がないとき。
（２）指定する期日までに広告の提出がないとき。
（３）第５条の規定による広告内容の変更を行わないとき。
（４）前３号に掲げるもののほか、広告の掲載が適切でないと市長が判断したとき。
（費用負担）
第９条　次に掲げる費用は、広告取扱業者の負担とする。
（１）市に提出する広告原案の作成に要する費用
（２）掲出物の作成及び運搬に要する費用
（３）広告取扱業者の責めによる広告枡の汚損又は破損に伴う修繕費用
（４）第４条第１項（第５条において準用する場合を含む。）の規定による承認を受けた後、利用者の責めにより広告物を掲出しない期間の掲出料
（広告物の責任）
第１０条　広告枡の利用期間中に広告物が第三者による汚損、損傷等の被害を受けても、市はその責めを負わない。
（その他）
第１１条　この要領に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。


　　　附　則
　この要領は、平成２８年４月１日から施行する。
附　則
[bookmark: _GoBack]　この要領は、令和２年３月１９日から施行する。
